
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  １  

第10条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画を

定めなければならない。 

「山形県の環境」は、山形県環境基本条例に基づく年次報告書として、本県の環境の状況 

並びに県が環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況等について、取りまとめたものです。 

 本県では、山形県環境基本条例第10条の規定により、環境の保全及び創造に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための最も基本となる計画として、「第４次山形県環境計画」を令和３年

３月に策定しました。 

 この計画は、計画期間を策定後10年間とし、目指す将来像、数値目標、６つの施策の柱や各柱

の施策の展開方向により構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

みんなで取り組む 

環境負荷の少ない 

県土づくり 

人と自然との 

共生の確保 

恵み豊かな環境を 

良好な状態で将来

世代に継承 

地球環境保全の 

積極的な推進 

山形県総合発展計画（県民と共に県づくりを進めるための指針） 

 

＜６つの施策の柱＞ 

１ 持続可能な社会をけん引する人づくりと県民総ぐるみによる運動の展開 

２ 気候変動対策による環境と成長の好循環（グリーン成長）の実現 

３ 再生可能エネルギーの導入拡大による地域の活性化 

４ ３Ｒの推進による循環型社会の構築 

５ 生物多様性を守り、活かす自然共生社会の構築 

６ 良好な大気・水環境の確保と次世代への継承 
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 「第３次山形県環境計画」の計画期間が令和２年度に終期となる１０年目を迎えることから、

環境計画の完全リニューアルを行い、令和３年３月に「第４次山形県環境計画」を策定しました。 

 「第４次山形県環境計画」は、「第４次山形県総合発展計画」（令和２年３月策定）を踏まえ、

環境分野の基本計画として施策の展開方向を示すものであり、計画期間は令和３年度から令和 

１２年度までの１０年間としています。 

 

 

○ 県民一人ひとりが環境問題を「自分ごと」として捉えられるよう、意識改革・行動変容

を促す県民総ぐるみの新たな県民運動を展開していきます。 

 

○ 温室効果ガスの排出削減対策と森林整備による吸収源対策の総合的な気候変動対策

に取り組み、グリーン成長の実現を目指します。 

 

 ○ 自然環境や景観、地域の歴史・文化等との調和や地域との協調のもと、再生可能エ

ネルギーの活用による産業振興と地域課題の解決を図ります。 

 

○ 県民、事業者、行政等の協働による３Ｒを推進し、県内におけるごみの発生量の最小

化と資源循環を進めます。 

 

○ 生物多様性がもたらす豊かな恵みを享受するとともに、本県ならではの環境資産を

活用した取組により地域の活性化を図ります。 

 

○ 県民が健康な生活を送ることができるよう、大気や水などの生活環境を保全し、良好

な状態で次世代に引き継ぎます。 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


